
山
梨
県
公
報
号
外

第
四
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
六
月
二
十
日

七
一



山
梨
県
公
報
号
外

第
四
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
六
月
二
十
日

七
二



山
梨
県
公
報
号
外

第
四
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
六
月
二
十
日

七
三



山
梨
県
公
報
号
外

第
四
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
六
月
二
十
日

七
四

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
、
第
十
七
条

第
一
項
及
び
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
次
の
と
お
り
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長

新
　
　
海
　
　
治
　
　
夫

政
治
資
金
規
正
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
設
立
届

そ
の
他
の
政
治
団
体

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

鷹
座
巣
会
　

志
　
村
　
賢
　
允

斉
　
藤
　
金
　
弥
　

南
巨
摩
郡
増
穂
町
最
勝
寺
二
六
│
二
四
　

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

五
月
十
七
日
　

五
月
二
十
一
日

石
井
由
己
雄
後
援
会
　

和
　
田
　
　
　
功

佐
藤
榮
之
輔
　

大
月
市
大
月
二
│
五
│
五
　

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

五
月
二
十
四
日
　

五
月
二
十
四
日

谷
内
し
げ
ひ
ろ
後
援
会
　

谷
　
内
　
　
　
眞

清
　
水
　
和
　
人
　

都
留
市
与
縄
三
三
三
　

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

四
月
一
日
　

六
月
八
日

政
治
資
金
規
正
法
第
七
条
に
よ
る
届
出
　
届
出
事
項
の
異
動
届

区
　
分

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新
　

入
倉
要
後
援
会
「
要
の
会
」

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

旧
　

入
倉
要
後
援
会

五
月
二
十
五
日
　

五
月
二
十
八
日

新
　

郷
　
田
　
善
　
臣

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

勝
友
会

旧
　

永
　
田
　
光
　
明

六
月
六
日
　

六
月
六
日

新
　

山
梨
県
土
地
家
屋
調
査
士
政
治
連

芹
　
澤
　
利
　
二

芦
　
澤
　
正
　
樹

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

盟

旧
　

市
　
川
　
哲
　
郎

大
　
森
　
教
　
雄

五
月
二
十
九
日
　

六
月
七
日

新
　

山
梨
改
革
推
進
県
民
会
議
　

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

旧
　

山
梨
改
革
推
進
・
草
の
根
会
議

六
月
四
日
　

六
月
八
日

政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
一
項
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
解
散
届

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

奥
秋
恵
次
後
援
会
　

小
　
俣
　
賢
　
明
　

小
　
林
　
清
　
利
　

都
留
市
四
日
市
場
一
一
〇
四
　

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年



山
梨
県
公
報
号
外

第
四
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
六
月
二
十
日

七
五

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
五
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長

新
　
　
海
　
　
治
　
　
夫

一
四
、
一
五
六

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
六
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及

び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法

律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の

三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長

新
　
　
海
　
　
治
　
　
夫

一
八
四
、
六
三
〇

五
月
二
十
四
日
　

五
月
二
十
五
日

自
由
民
主
党
山
梨
県
甲
府
市
第
三

太
　
田
　
道
　
夫
　

角
　
田
　
広
　
徳
　

甲
府
市
国
母
三
│
一
五
│
二
三
　

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

支
部

五
月
三
十
一
日
　

六
月
十
一
日

有
志
の
会
　

三
　
科
　
　
　
清
　

志
　
村
　
繁
　
雄
　

甲
府
市
丸
の
内
一
│
一
四
│
三
　

平
成
十
八
年
　

平
成
十
九
年

十
二
月
三
十
一
日
　

六
月
十
四
日

小
林
な
が
子
後
援
会
　

小
　
林
　
永
　
子
　

小
　
林
　
永
　
子
　

甲
斐
市
万
才
一
六
九
│
七
　

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

六
月
十
日
　

六
月
十
五
日

小
林
な
が
子
後
援
会
・
親
永
会
　

保
　
坂
　
精
　
治
　

依
田
陽
一
郎
　

甲
斐
市
万
才
一
六
九
│
七
　

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

六
月
十
日
　

六
月
十
五
日

横
内
正
明
を
支
援
す
る
山
梨
市
の

雨
　
宮
　
義
　
和
　

星
　
野
　
　
　
洋
　

山
梨
市
鴨
居
寺
三
一
二
　

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

会

五
月
三
十
一
日
　

六
月
十
八
日

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
届
出
　
資
金
管
理
団
体
指
定
取
消
届

氏
　
　
　
　
　
名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名

指
定
取
消
年
月
日

届
出
年
月
日

小
　
林
　
永
　
子

山
梨
県
議
会
議
員

小
林
な
が
子
後
援
会

甲
斐
市
万
才
一
六
九
│
七

小
　
林
　
永
　
子

平
成
十
九
年

平
成
十
九
年

六
月
十
日

六
月
十
五
日

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
届
出
　
資
金
管
理
団
体
異
動
届

区
分

氏
　

名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称
　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名
　

異
動
年
月
日
　

届
出
年
月
日

新

入
倉
要
後
援
会
「
要
の
会
」

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

入
　
倉
　
　
　
要

旧
　

入
倉
要
後
援
会

五
月
二
十
五
日
　

五
月
二
十
八
日



山
梨
県
公
報
号
外

第
四
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
六
月
二
十
日

七
六

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
七
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
議
会

議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を

超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長

新
　
　
海
　
　
治
　
　
夫

選
挙
区
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
分
の
一
の
数

西
八
代
郡
　

五
、
一
〇
四

南
巨
摩
郡
　

一
二
、
六
一
九

南
都
留
郡
　

一
二
、
〇
〇
三

甲
府
市
　

五
三
、
〇
二
二

富
士
吉
田
市
　

一
四
、
一
九
八

都
留
市
・
西
桂
町
　

九
、
九
九
三

山
梨
市
　

一
〇
、
五
五
〇

大
月
市
　

八
、
四
四
一

韮
崎
市
　

八
、
五
二
七

南
ア
ル
プ
ス
市
　

一
九
、
〇
一
一

北
杜
市
　

一
三
、
七
七
六

甲
斐
市
　

一
九
、
一
五
八

笛
吹
市
　

一
九
、
二
一
三

上
野
原
市
・
北
都
留
郡
　

八
、
一
五
七

甲
州
市
　

九
、
九
五
四

中
央
市
・
中
巨
摩
郡
　

一
二
、
二
〇
八

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
八
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
、
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長

新
　
　
海
　
　
治
　
　
夫

施
　
　
設
　
　
の
　
　
名
　
　
称
　
　
　
　
　
　
　

所
　
　
　
在
　
　
　
地

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
　
ロ
イ
ヤ
ル
あ
か
し
　
　
甲
府
市
上
町
二
四
七
三
番
地

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
　
穴
山
の
杜
　
　
　
　
　
韮
崎
市
穴
山
町
五
三
九
〇
番
地

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
九
号

平
成
十
九
年
四
月
八
日
執
行
の
山
梨
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
富
士
吉
田
市
選
挙
区
に
お
け
る
欠
員
に

よ
る
繰
上
補
充
の
選
挙
会
の
場
所
及
び
日
時
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長

新
　
　
海
　
　
治
　
　
夫

一
　
場
　
所
　
富
士
吉
田
市
下
吉
田
一
八
七
七
番
地
　
富
士
吉
田
市
立
産
業
会
館

二
　
日
　
時
　
平
成
十
九
年
六
月
二
十
二
日
　
午
前
九
時

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番


